７契検第１６号
令和７年１２月１６日　

　建設工事の請負者　様

安城市長　三　星　元　人　　　

建設工事の入札における工事費内訳表に明示する項目の追加について（通知）

日ごろは、本市の入札契約事務及び工事現場施工管理にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
さて、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下、「入契法」という。)の改正に伴い、建設工事の入札における工事費内訳表の取り扱いについて、下記のとおりとしましたので通知します。
記
１　改正概要
入契法第１２条により、「材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労
働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費」を記載した工事費内訳表の提出が義務化されました。
　これに伴い、今後安城市発注の建設工事の入札においては、下記の（１）
から（５）の項目を記載した工事費内訳表を提出してください。
（１）材料費(直接工事費のうち)※税抜き
（２）労務費(直接工事費のうち)※税抜き
（３）法定福利費※税抜き
（４）安全衛生経費※税抜き
（５）建設業退職金共済契約に係る掛金※税抜き




参考
 (
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
（入札金額の内訳の提出）
第十二条　建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳（材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳をいう。）を記載した書類を提出しなければならない。
)



２　留意事項
　

２　留意事項
[bookmark: _Hlk216692526]適用開始日以降の公告において提出された工事費内訳表に、１（１）か
ら（５）までの記載がなかった場合、無効として取り扱うものとします。
１２月２日公告（１２月１９日開札分）、１２月９日公告（１月９日開札分）においては、工事費内訳表を差し替えしておりますので、修正後の内訳表を使用して提出してください。

３　適用開始日
[bookmark: _Hlk216692514]　令和７年１２月１６日以降に公告を行う案件から適用します。


連絡先：安城市総務部契約検査課
電話　０５６６－７１－２２１１
                         Email　keiyaku@city.anjo.lg.jp

